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(54)【発明の名称】 マッサージ機における生理量測定回路

(57)【要約】
【課題】  被施療者の生理量の変化に基づいてマッサー
ジ動作を制御するマッサージ機において、被施療者の生
理量から心理状態を正確に検知することが出来る生理量
測定回路を提供する。
【解決手段】  本発明に係る生理量測定回路は、サーミ
スタ１が接続された皮膚温検出回路３と、ＧＳＲ電極２
が接続されたＧＳＲ検出回路４と、皮膚温検出回路３及
びＧＳＲ検出回路４から得られる生理量検出信号に基づ
いて生理量データを生成するマイクロコンピュータ５と
を具え、皮膚温検出回路３及びＧＳＲ検出回路４はそれ
ぞれ、生理量を入力信号、検出信号を出力信号として、
入力信号に対する出力信号の関係が異なる複数の信号変
換特性を発揮する。マイクロコンピュータ５は、同じ部
位に対する同じマッサージ動作の過程では、可能な限り
同じ信号変換特性によって得られる生理量検出信号に基
づいて、一連の生理量データを生成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  生理量センサーによって被施療者の生理
量を検出し、該生理量の変化に基づいてマッサージ動作
を制御するマッサージ機において、生理量センサーが接
続された生理量検出回路と、生理量検出回路から得られ
る生理量検出信号に基づいて生理量データを生成する信
号処理回路とを具え、前記生理量検出回路は、生理量を
入力信号、検出信号を出力信号として、入力信号に対す
る出力信号の関係が異なる複数の信号変換特性を発揮す
る複数の信号変換部から構成され、前記複数の信号変換
特性は、信号変換処理を分担すべき入力信号の範囲が互
いに重複しており、前記信号処理回路は、同じ部位に対
する同じマッサージ動作の過程で、生理量検出回路の何
れか１つの信号変換特性によって得られた全ての生理量
検出信号が、該信号変換特性の有効出力範囲に含まれて
いるときは、該生理量検出信号のみに基づいて、該過程
における一連の生理量データを生成し、それ以外の場合
は、１或いは複数の信号変換特性によって得られた生理
量検出信号に基づいて、該過程における一連の生理量デ
ータを生成することを特徴とするマッサージ機における
生理量測定回路。
【請求項２】  生理量センサーは、皮膚温を測定する皮
膚温センサーであって、前記生理量検出回路は、測定対
象となる温度範囲の一部が互いに重複した低温側の信号
変換特性と高温側の信号変換特性を有している請求項１
に記載の生理量測定回路。
【請求項３】  前記信号処理回路は、同じ部位に対する
同じマッサージ動作の過程で得られた全ての生理量検出
信号が、低温側の信号変換特性の有効出力範囲に含まれ
ているときは、低温側の信号変換特性によって得られた
生理量検出信号のみに基づいて、該過程における一連の
皮膚温データを生成し、それ以外の場合は、低温側及び
高温側の２つの信号変換特性によって得られた生理量検
出信号に基づいて、該過程における一連の皮膚温データ
を生成する請求項２に記載の生理量測定回路。
【請求項４】  生理量センサーは、一対の電極間の抵抗
値を測定する発汗量センサーであって、前記生理量検出
回路は、測定対象となる抵抗値の範囲が互いに重複した
低ゲイン側の信号変換特性と高ゲイン側の信号変換特性
を有している請求項１に記載の生理量測定回路。
【請求項５】  前記信号処理回路は、同じ部位に対する
同じマッサージ動作の過程で得られた全ての生理量検出
信号が、高ゲイン側の信号変換特性の有効出力範囲に含
まれているときは、高ゲイン側の信号変換特性によって
得られた生理量検出信号のみに基づいて、該過程におけ
る一連の発汗量データを生成し、それ以外の場合は、低
ゲイン側の信号変換特性によって得られた生理量検出信
号に基づいて、該過程における一連の発汗量データを生
成する請求項４に記載の生理量測定回路。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、皮膚温センサーや
発汗量センサー等の生理量センサーによって被施療者の
自律神経系の生理量を検出し、該生理量に基づいてマッ
サージ動作を制御するマッサージ機に関し、特に、生理
量センサーの出力信号に基づいて生理量データを生成す
る生理量測定回路に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、マッサージ機において、施療の前
後にこり等の硬い部位を検出して、最適な部位に対して
集中的なマッサージを行なうマッサージ機が提案されて
いる(特開平9-75413号)。しかしながら、該マッサージ
機では、被施療者のこり部を検出して、該こり部に対し
て集中的にマッサージを施すことは可能であるが、「気
持ち良い」、「痛い」等の被施療者の心理状態を検知す
ることが出来ないため、リラックス度やリフレッシュ度
を高めるための効果的なマッサージを行なうことが出来
ない問題があった。
【０００３】そこで、被施療者の脈拍、皮膚温、皮膚電
気反射(ＧＳＲ)等の生理量(リラックス状態検知要素)を
検知して、被施療者のリラックス度に応じてマッサージ
機構を制御するマッサージ機が提案されている(特開平6
-209)。該マッサージ機によれば、特定の部位に対する
特定のマッサージ動作において、被施療者の生理量の変
化を監視することによって、被施療者の心理状態を検知
することが出来るので、リラックス度やリフレッシュ度
を高めるための効果的なマッサージを行なうことが可能
となる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところで、マッサージ
機においては、肩、背中、腰、脚部等の複数の部位に対
して、たたき、もみ、たたきもみ、ローリング等の複数
種類のマッサージ動作が行なわれ、マッサージが施され
るべき部位とマッサージの種類によって、被施療者の生
理量は、異なる変化を示すことになる。そして、各部位
に対して各マッサージ動作を実行する過程で、被施療者
の皮膚温やＧＳＲの変化を検出し、その変化量に基づい
て、その部位にそのマッサージを施したときの被施療者
の心理状態が検知される。
【０００５】しかしながら、従来のマッサージ機におい
ては、被施療者のある部位に対してあるマッサージ動作
を実行することによって検知された心理状態と、その被
施療者から聴取した心理状態の主観との間に、充分に高
い相関関係が得られないことがあり、この結果、効果的
なマッサージ動作を行なうことが出来ない問題があっ
た。
【０００６】そこで本発明の目的は、被施療者の各部位
に対して各種のマッサージ動作を行なうマッサージ機に
おいて、被施療者の生理量から心理状態を正確に検知す
ることが出来る生理量測定回路を提供することである。



(3) 特開２００２－２５３５１７

10

20

30

40

50

3
【０００７】
【課題を解決する為の手段】本発明者らは、従来のマッ
サージ機において、被施療者のある部位に対してあるマ
ッサージ動作を実行することによって検知された心理状
態と、その被施療者から聴取した心理状態の主観との間
に、充分に高い相関関係が得られない理由を、次の様に
解明した。即ち、従来のマッサージ機においては、皮膚
温を検出するためのサーミスタの出力信号を１つの信号
検出器によって電圧に変換すると共に、発汗量を検出す
るためのＧＳＲ電極の出力信号を１つの信号検出器によ
って電圧に変換し、両信号検出器の出力電圧に基づい
て、皮膚温の変化とＧＳＲの変化を検出していたが、こ
れらの信号検出器は、皮膚温やＧＳＲの変化幅に応じた
広い範囲で必要な出力電圧を発生せねばならないため、
その信号変換特性は、入力信号の変化に対する出力信号
の変化が小さなものとなって、充分な検出精度が得られ
ないことになる。
【０００８】例えば、皮膚温については、体温に比べて
変化の幅が大きく、仮に１５℃から３８℃の範囲で０Ｖ
から５Ｖの出力電圧を得んとする場合、１℃当たり０.
２２Ｖの信号変換特性となる。又、ＧＳＲについては、
その変化の幅が数十ｋΩ～数千ｋΩと大きく、この様な
広い範囲で充分な出力電圧を得んとする場合、信号変換
特性は非線形となって、例えば０～１０００ｋΩの範囲
では比較的大きな出力電圧の変化が得られるが、２００
０ｋΩ付近では出力電圧の変化が５０ｋΩ付近よりも大
幅に小さくなり(例えば約１／７)、測定精度が落ちるこ
とになる。
【０００９】尚、生理量検出回路を例えば多段階に構成
して、図４や図５に示す如く、入力信号に対する出力信
号の関係が異なる複数の信号変換特性を得て、入力信号
の大きさに応じた適切な信号変換特性を選択する構成に
よって、各信号変換特性の入力信号に対する出力信号の
変化を増大させれば、測定精度を上げることが出来る。
しかしながら、該方法を採用した場合、同じ部位に同じ
種類のマッサージ動作を行なっている過程で、入力信号
の変動に伴って、信号変換処理に用いるべき信号変換特
性が切り替えられると、信号変換特性毎に誤差が異なる
ため、該誤差の違いが出力信号の変化となって顕れ、生
理量の測定精度が低下することになる。
【００１０】そこで、本発明に係るマッサージ機の生理
量測定回路においては、生理量センサーの出力信号を生
理量検出信号に変換する生理量検出回路を、入力信号に
対する出力信号の関係が異なる複数の信号変換特性を発
揮する複数の信号変換部から構成する。これら複数の信
号変換特性は、信号変換処理を分担すべき入力信号の範
囲が互いに重複している。前記生理量検出回路から得ら
れる生理量検出信号に基づいて生理量データを生成する
信号処理回路においては、同じ部位に対する同じマッサ
ージ動作の過程で、生理量検出回路の何れか１つの信号
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変換特性によって得られた全ての生理量検出信号が、該
信号変換特性の有効出力範囲に含まれているときは、該
生理量検出信号のみに基づいて、該過程における一連の
生理量データを生成し、それ以外の場合は、１或いは複
数の信号変換特性によって得られた生理量検出信号に基
づいて、該過程における一連の生理量データを生成す
る。
【００１１】上記本発明の生理量測定回路によれば、同
じ部位に対する同じマッサージ動作の過程で得られる生
理量検出信号が、生理量検出回路の複数の信号変換特性
に跨っていたとしても、何れか１つの信号変換特性の有
効出力範囲に含まれている限り、該信号変換特性によっ
て変換された生理量検出信号に基づいて、該過程におけ
る一連の生理量データが生成されるので、信号変換特性
の切換えを伴う生理量の検出が抑制されることとなり、
この結果、信号変換特性の切換えに伴う測定精度の低下
が防止される。
【００１２】具体的には、生理量センサーは、皮膚温を
測定する皮膚温センサーであって、前記生理量検出回路
は、測定対象となる温度範囲の一部が互いに重複した低
温側の信号変換特性と高温側の信号変換特性を有してい
る。この場合、信号処理回路は、同じ部位に対する同じ
マッサージ動作の過程で得られる全ての生理量検出信号
が、低温側の信号変換特性の有効出力範囲に含まれてい
るときは、低温側の信号変換特性によって得られた生理
量検出信号のみに基づいて、該過程における一連の皮膚
温データを生成し、それ以外の場合は、低温側及び高温
側の２つの信号変換特性によって得られた生理量検出信
号に基づいて、該過程における一連の皮膚温データを生
成する。
【００１３】又、生理量センサーは、一対の電極間の抵
抗値を測定する発汗量センサーであって、前記生理量検
出回路は、測定対象となる抵抗値の範囲が互いに重複し
た低ゲイン側の信号変換特性と高ゲイン側の信号変換特
性を有している。この場合、信号処理回路は、同じ部位
に対する同じマッサージ動作の過程で得られる全ての生
理量検出信号が、高ゲイン側の信号変換特性の有効出力
範囲に含まれているときは、高ゲイン側の信号変換特性
によって得られた生理量検出信号のみに基づいて、該過
程における一連の発汗量データを生成し、それ以外の場
合は、低ゲイン側の信号変換特性によって得られた生理
量検出信号に基づいて、該過程における一連の発汗量デ
ータを生成する。
【００１４】
【発明の効果】本発明に係るマッサージ機における生理
量測定回路によれば、高い精度で被施療者の生理量が検
出されるので、被施療者の心理状態を正確に検知するこ
とが可能であり、これによって効果的なマッサージ動作
を行なうことが出来る。
【００１５】
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【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につ
き、図面に沿って具体的に説明する。本発明に係るマッ
サージ機においては、図１に示す如く、マイクロコンピ
ュータ(５)によってマッサージ機構(６)の動作が制御さ
れており、皮膚温を測定するためのサーミスタ(１)と、
発汗量を測定するためのＧＳＲ電極(２)とが、被施療者
の指先等に装着される。サーミスタ(１)は皮膚温検出回
路(３)を介してマイクロコンピュータ(５)に接続され、
ＧＳＲ電極(２)はＧＳＲ検出回路(４)を介してマイクロ
コンピュータ(５)に接続されている。
【００１６】皮膚温検出回路(３)は、高温側皮膚温検出
部(31)及び低温側皮膚温検出部(32)から構成され、ＧＳ
Ｒ検出回路(４)は、ＧＳＲ検出部(41)及び二段目増幅部
(42)から構成されている。
【００１７】図２は、皮膚温検出回路(３)の具体的な回
路構成を示しており、皮膚温の変化に伴うサーミスタ
(１)の抵抗値変化が、それぞれ高温側皮膚温検出部(31)
及び低温側皮膚温検出部(32)によって電圧変化に変換さ
れ、それぞれ高温側温度検出信号及び低温側温度検出信
号として出力される。図４は、皮膚温検出回路(３)の高
温側皮膚温検出部(31)における入力信号(温度)と出力信
号(電圧)の関係(信号変換特性)Ａと、低温側皮膚温検出
部(32)おける入力信号(温度)と出力信号(電圧)の関係
(信号変換特性)Ｂを表わしており、２７℃付近で２つの
信号変換特性が互いに重複している。ここで、高温側及
び低温側の信号変換特性Ａ、Ｂは何れも、４.７５Ｖ以
下が有効出力電圧となっているが、何れの信号変換特性
も従来より大きな傾斜となっている。
【００１８】図３は、ＧＳＲ検出回路(４)の具体的な回
路構成を示しており、発汗量の変化に伴う一対のＧＳＲ
電極(２)間の抵抗値変化が、先ずＧＳＲ検出部(41)によ
って電圧変化に変換され、該電圧変化は更に二段目増幅
部(42)を経て増幅され、それぞれ低ゲイン側ＧＳＲ検出
信号及び高ゲイン側ＧＳＲ検出信号として出力される。
図５は、ＧＳＲ検出回路(４)のＧＳＲ検出部(41)におけ
る入力信号(抵抗)と出力信号(電圧)の関係(信号変換特
性)Ｃと、二段目増幅部(42)における入力信号(抵抗)と
出力信号(電圧)の関係(信号変換特性)Ｄを表わしてお
り、７２５ｋΩ以上で２つの信号変換特性が重複してい
る。ここで、低ゲイン側及び高ゲイン側の信号変換特性
Ｃ、Ｄは何れも、４.７５Ｖ以下が有効出力電圧となっ
ているが、有効出力電圧範囲内では、高ゲイン側の信号
変換特性の方がより高い抵抗値の範囲で大きな傾斜を示
している。
【００１９】図６は、マイクロコンピュータ(５)が実行
する皮膚温測定手続きを表わしている。先ずステップＳ
１にて生理量を判定するモードが選択されると、ステッ
プＳ２にて、最初のマッサージ部位にもみ玉を移動した
後、ステップＳ３のデータ収集手続きを実行する。即
ち、特定の部位に対する特定のマッサージ動作が開始さ
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れると、ステップＳ３１にて皮膚温センサー(サーミス
タ)による皮膚温の測定を開始して、高温側の信号変換
特性と低温側の信号変換特性によって得られるデータ
(電圧値)を１０ｍＳ毎に収集する。その後、約１５秒が
経過して１つのマッサージ動作が終了すると、ステップ
Ｓ３２にて測定を終了し、高温側、低温側ともに１５０
０個のデータをメモリに保持する。
【００２０】その後、次のマッサージ部位にもみ玉を移
動させる過程で、ステップＳ４のデータ処理を実行す
る。先ずステップＳ４１では、前半５秒間のデータを破
棄し、ステップＳ４２では、データを１秒間毎に平均化
して、高温側、低温側ともに１０個のデータを保持す
る。次にステップＳ４３では、低温側のデータが全て図
４に示す有効出力電圧４.７５Ｖ以下であるかどうかを
判断する。ここでイエスと判断されたときは、ステップ
Ｓ４５に移行して、低温側のデータに基づいて皮膚温の
変化を検知し、該検知に基づいて生理反応を判定し、そ
の結果を出力する。これに対し、ステップＳ４３にてノ
ーと判断されたときは、ステップＳ４４に移行して、低
温側及び高温側のデータの中から有効出力範囲のデータ
を選択することによって、一連のデータを得て、該デー
タに基づいて皮膚温の変化を検知し、該検知に基づいて
生理反応を判定し、その結果を出力する。その後、ステ
ップＳ４６にて全てのデータを消去する。そして、次の
マッサージ部位に対するマッサージ動作が開始されると
同時に、ステップＳ３１の皮膚温センサーを用いた測定
に移行する。
【００２１】図７は、マイクロコンピュータ(５)が実行
するＧＳＲ測定手続きを表わしている。先ずステップＳ
５にて生理量を判定するモードが選択されると、ステッ
プＳ６にて、ＧＳＲ電極に指がタッチしたかどうかをＧ
ＳＲ出力によって判断し、ＧＳＲ出力が０.５ｍＶ以上
のときはタッチしたものと確認する。そして、ステップ
Ｓ７にて、最初のマッサージ部位にもみ玉を移動した
後、ステップＳ８のデータ収集手続きを実行する。即
ち、特定の部位に対する特定のマッサージ動作が開始さ
れると、ステップＳ８１にてＧＳＲセンサー(ＧＳＲ電
極)によるＧＳＲの測定を開始して、高ゲイン側の信号
変換特性と低ゲイン側の信号変換特性によって得られる
データ(電圧値)を１０ｍＳ毎に収集する。その後、約１
５秒が経過してマッサージ動作が終了すると、ステップ
Ｓ８２にて測定を終了し、高ゲイン側、低ゲイン側とも
に１５００個のデータをメモリに保持する。
【００２２】その後、次のマッサージ部位にもみ玉を移
動させる過程で、ステップＳ９のデータ処理を実行す
る。先ずステップＳ９１では、データを１秒間毎に平均
化して、高ゲイン側、低ゲイン側ともに１５個のデータ
を保持する。次にステップＳ９２では、指が電極から離
れていた期間(出力が０.５Ｖ以下)のデータを破棄した
後、ステップＳ９３では、高ゲイン側のデータが全て図
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５に示す有効出力電圧４.７５Ｖ以下であるかどうかを
判断する。ここでイエスと判断されたときは、ステップ
Ｓ９５に移行して、高ゲイン側のデータに基づいてＧＳ
Ｒの変化を検知し、該検知に基づいて生理反応を判定
し、その結果を出力する。これに対し、ステップＳ９３
にてノーと判断されたときは、ステップＳ９４に移行し
て、低ゲイン側のデータに基づいてＧＳＲの変化を検知
し、該検知に基づいて生理反応を判定し、その結果を出
力する。その後、ステップＳ９６にて全てのデータを消
去する。そして、次のマッサージ部位に対するマッサー
ジ動作が開始されると同時に、ステップＳ８１のＧＳＲ
測定に移行する。
【００２３】上記マッサージ機によれば、皮膚温の測定
において、図４に示す如く高温側及び低温側の信号変換
特性として感度の高いものが採用され、高温側の領域で
は高温側の信号変換特性を用いた測定が行なわれ、低温
側の領域では低温側の信号変換特性を用いた測定が行な
われるので、従来よりも高い測定精度が得られる。又、
ＧＳＲの測定においても、図５に示す如く低ゲイン側の
信号変換特性に加えて、高抵抗領域では、高いゲインを
発揮する信号変換特性を用いた測定が行なわれるので、
従来よりも高い測定精度が得られる。
【００２４】更に、皮膚温及びＧＳＲの何れも測定にお
いても、同じ部位に対する同じ種類のマッサージを行な
う過程で、１つの信号変換特性を用いた測定が可能であ
る限り、該信号変換特性によって得られた生理量検出デ
ータが採用されて、皮膚温及びＧＳＲの変化が測定され*

8
*るので、信号変換特性の切換えに伴う誤差の発生が防止
される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るマッサージ機における生理量測定
回路の構成を示すブロック図である。
【図２】皮膚温検出回路の構成を示す回路図である。
【図３】ＧＳＲ検出回路の構成を示す回路図である。
【図４】皮膚温検出回路の信号変換特性を表わすグラフ
である。
【図５】ＧＳＲ検出回路の信号変換特性を表わすグラフ
である。
【図６】皮膚温測定手続きを表わすフローチャートであ
る。
【図７】ＧＳＲ測定手続きを表わすフローチャートであ
る。
【符号の説明】
(１)  サーミスタ
(２)  ＧＳＲ電極
(３)  皮膚温検出回路
(31)  高温側皮膚温検出部
(32)  低温側皮膚温検出部
(４)  ＧＳＲ検出回路
(41)  ＧＳＲ検出部
(42)  二段目増幅部
(５)  マイクロコンピュータ
(６)  マッサージ機構

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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